
平成１３年度当初予算 基本事務事業目的評価表

［基本事務事業名］ 美しい景観づくり事業 （４０１）
［評価年月日］ 平成 年 月 日12 11 21
［主担当部課名］ まちづくり推進課
［記入課名・課長名・電話］まちづくり推進課長 野田 素延 2352

１ 総合計画の政策体系上の位置づけ
政策 ：まちづくりの推進 （Ⅴ－４）
施策 ：住民参画によるまちづくり （ １ ）
総合計画の目標項目 ：景観整備重点地区数ほか
波及効果・副次的効果を及ぼすと考えられる施策 ：

２ 基本事務事業を巡る環境変化（過去、現状、将来）
都市としての機能を重視してきた従来のまちづくりに加えて、まちの個性や魅力を引き出す新し
い まちづくり が求められるようになっており まちの美しさへの県民の関心は高まりつつある「 」 、 。
将来は、住民と行政が協働して、良好な景観形成を図り、魅力あるまちづくりを進めようとする
市町村が増えていくと考えられる。

３ 基本事務事業の目的と成果
3-(1) 対象と意図（何をどういう状態にしたいのか）
市町村における景観形成の取り組みが積極的に実施されている。
県民等が、景観に関する意識が高く、美しいまちづくりの推進に積極的に取り組んでいる。
自然の風致やまちの美観を損ねる違反広告物がない住みよいまちづくり。

3-(2) 成果指標名・成果指標式（総合計画の目標項目には＊を付す）
景観形成取り組み度
（景観条例制定市町村数＋景観形成基本計画策定市町村数）

×（１－屋外広告物違反率）
全市町村数

②変更した場合の成果指標名・成果指標式

3-(3) 設定した成果指標に関する説明（指標動向に影響する要因、指標の有用性、設定の理由など）
景観づくりには、総合的・長期的な展望に立った取り組みが必要であり、また、地域の状況に応
じたきめ細かな景観づくりを行うためには、市町村レベルでの景観形成の目標・方針を定めること
が不可欠である。また、違反広告物をなくすことが、住みよい美しいまちづくりにつながる。

3-(4) 結果（施策における2010年度の目標）
住民、市町村、県の協働による地域の個性を生かした美しく住みよいまちづくりが進む。
２０１０年度目標・・・施策自体の目標は設定していない。

４ 基本事務事業の評価
4-(1) 前年度（H11年度）における基本事務事業の結果評価
①前年度に行った内容と成果
・奥伊勢沿道景観地区の指定
・屋外広告物禁止地域における取締りの強化
・景観行政については、県が直接主催する事業はないが、市町村や県民の景観づくりの取り組み
に対する指導、助言

②前年度に残った課題
・景観条例制度又は景観形成基本計画策定市町村の拡大が課題として残るが、現行の取り組みで
は、市町村の出方を待つ受け身の取り組みであり、なかなか成果指標に直結しない。
・沿道景観地区指定における関係住民との一体的取り組み
・屋外広告物違反率の減少
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4-(2)本年度(Ｈ12年度)における基本事務事業の見込み評価
①本年度行っている内容と本年度終了時に見込まれる成果
・東紀州沿道景観地区の指定
・屋外広告物禁止地域と許可地域の一部における取締りの強化
・津市、四日市市、鈴鹿市の３市と、許可事務を含む包括的な屋外広告物事務の権限委譲に向け
た協議の実施

②本年度残ると思われる課題
・沿道景観地区指定をきっかけとした景観施策への積極的な取り組み
・屋外広告物違反率のより一層の減少
・市町村に対する権限委譲の推進

５ 基本事務事業の改革方向
（１）廃止、統廃合を行う事務事業

なし
（２）成果を向上させる事務事業とその方策（注力上向き、新規事務事業）

新たな沿道景観地区の指定、及び違反広告物の取締りの強化
伊勢志摩地域における空間快適性向上の整備計画及び整備実施

（３）コスト削減する事務事業とその方策（注力下向き事務事業）
県のそれぞれの部局における景観づくり事業を連携し、景観行政として相乗効果が得られ
るようなシステムづくり

６ 成果指標値及びコスト等の推移

成果指標値 総合計画 予算額等 必要概算（千円）

目 標 実 績 目標数値 所要時間 コスト（時間） （千円）

前々年度 ① ２か所 ３０，７３５
(H10年度) ０．０６ ０．０４ ② ６市町村 ７９，５２９

③ ５２％ １１，６７３

前年度 ① ３か所 １７，３６６
(H11年度) ０．０７ ０．０５ ② ６市町村 ９０，３４４

③ ４０％ １７，５８５

本年度 ① ４か所 ７，３２４
(H12年度) ０．０８ ０．０８ ② ８市町村 ８１，００７

③ ３５％ １７，５８５

本年度補正後 ① ４か所
(H12年度) ０．０８ ０．０８ ② ８市町村

③ ３５％

翌年度 ① ４か所 ２３，０６５
(H13年度) ０．１０ ② １０市町村 １０５，７９７

③ ３０％ １９，７４５

計画目標年次 ① ４か所
(H13年度) ０．１０ ② １０市町村

③ ３０％

①景観整備重点地区数
②景観条例、景観基本計画策定市町村数
③屋外広告物の違反率
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８ 基本事務事業を構成する事務事業の詳細
※ 新規事務事業には、事務事業名に（新）を付す

事務事業名 １３年度 予算額 １３年度 所要時間
（担当課） 成果指標名 事務事業の概要 予算額 前年度比 所要時間 前年度比

（千円） （±千円） （時間） （±時間）

屋外広告物対策費 屋外広告物条例遵守度 美観風致を維持し、公衆に対する危害の防止を図るため、屋 6,530 - 99 17,425 0
（都市計画課） 外広告物の規制・誘導を行う。

沿道景観形成事業費 沿道景観地区内におけ 主要道路沿道の景観形成を進めるため、屋外広告物条例に基 778 + 83 160 0
（都市計画課） る基準外看板の改善率 づく沿道景観地区を指定し、地域の住民、事業者及び市町村

の景観への取り組みのきっかけとする。

伊勢志摩快適空間創造 快適空間重点整備地区 空間快適性が特に劣っているとされている伊勢志摩地域にお 15,757 + 15,757 2,160 + 2,160
事業（新規 （まちづ 数 いて、詳細な整備計画を策定し、住民、市町村、県の協働に）
くり推進課） より、まちなみや景観の整備を行う。


